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「奥多摩町庁舎建設委員会」住民委員の一般公募について（お知らせ）

　住民皆さんにご利用いただいている役場庁舎は、昭和４０年に建設された民間企業の事務所を増

改築したものですが、５５年以上が経過し、建物の老朽化による雨漏りや各部の不具合が多くあり、

バリアフリーへの対応も十分に行えないなど、住民サービスや役場機能の低下を招いております。

　また、国が定める耐震基準を満たしておらず、昨今の地震を含め、多発する自然災害発生時に、

災害応急活動の拠点施設としての役割を十分に果たすことが難しい状況にあることから、町では役

場庁舎の速やかな建て替えが必要であると認識し、様々な検討を進めております。

　今後、役場庁舎の建設整備に向けては、幅広い見地から意見を求めるため「奥多摩町庁舎建設委

員会」を設置してまいりますが、委員につきましては関係機関や諸団体のほか、住民の参画も呼び

かけてまいりたいと考えております。

　なお、住民委員の応募資格や募集期間などにつきましては、詳細が決まり次第、お知らせします

ので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

多摩・島しょ広域連携活動助成金事業～子ども体験塾～

子 ど も 国 際 交 流 音 楽 祭

【交流コンサート】

　〔日　時〕１０月１０日（祝）午後５時～（午後４時３０分開場）

　〔会　場〕羽村市プリモホール「ゆとろぎ」大ホール

　〔入場料〕１０００円（チケットは教育課で７月１５日（金）より販売開始）

　〔内　容〕

　　・第Ⅰ部／羽村市・檜原村・奥多摩町の児童・生徒達により編成された、子ども国際交流音楽祭合

　　　　　　　唱団が歓迎演奏、ウィーンの一流の音楽家と交流演奏を行います。また、西多摩地区出

　　　　　　　身の若手音楽家による歓迎演奏も予定しています。

　　・第Ⅱ部／ウィーンの著名な音楽家の方々による木管五重奏の演奏をお楽しみください。

　＊羽村市・檜原村・奥多摩町在住の小学生から１８歳までの方、および、その同伴保護者の方（１名）

　　を無料で４００名ご招待します。７月１５日（金）から９月６日（火）まで受付け。定員になり次

　　第締め切りますので、ご希望の方は教育課社会教育係へ申し込みください。

【奥多摩交流コンサート】
　〔日　時〕１０月１１日（火） 午後１時３０分～（午後１時１５分開場）

　〔会　場〕奥多摩中学校体育館

　〔入場料〕無料

　〔内　容〕・第Ⅰ部／ウィーンの音楽家達による音楽指導および共演を行います。

　　　　　・第Ⅱ部／ウィーンの音楽家達による木管五重奏の演奏をお楽しみください。

　〔主　催〕子ども国際交流音楽祭実行委員会

　＊１１日の交流コンサートは、奥多摩中学校の５・６校時に開催します。

　＊申し込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

　※問い合わせは、教育課　☎８３－２２４６
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【移住・定住応援補助金】

　町では、次代を担う若者世代の移住・定住を応援するため、町内に住宅などを購入された方を対象に、

補助金の交付（事業費の１／２・最大２００万円）また、資金借入に対する利子補給（借入利率の１／

２・年額最大３０万円・３６か月）を行っています。さらに、町内事業者の利用および、地場木材の活

用で各１０万円分奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せで最大２２０万円分交付。町内金融機関（西東

京農業協同組合古里支店・青梅信用金庫奥多摩支店）利用の場合、最大３３万円利子を補給します。

【年齢要件】　　

①４５歳以下の夫婦

②子ども（高校生以下（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者））がいる世帯

③３５歳以下の者

*年齢要件以外にも、対象要件などがあります。詳しくは下記へお問い合わせください。

【移住・定住相談について】
　移住・定住相談会につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から総合的な相談会は延期

としておりますが、電話・メールでの問い合わせなどは随時お受けしておりますので、お気軽に下記相

談窓口にご連絡ください。なお、移住してきてお困りの方の相談も随時お受けしております。

【空き家・空き地等の相談】
　空き家の処分を考えている方、相続により建物や土地を譲り受けたが活用方法が分からない方、今所

有の建物・土地がご自身の名義でなくお困りの方などはお気軽に下記相談窓口にご連絡ください。 

※問い合わせ・相談窓口は、若者定住推進課　☎８３－２３１０

　Ｅメール：wakamono@town.okutama.tokyo.jp

若 者 定 住 推 進 課 か ら お 知 ら せ

結婚相談所利用助成事業募集のお知らせ

 町では、町内在住・在勤の方を対象に、結婚パートナーをお探しでなかなか一歩踏み出せない方へ、

大手民間結婚相談所に係る費用の助成を行っています。

 この助成は、成婚後も子育てしやすい奥多摩町に引き続きお住まいいただくことが目的です。

〔申 込 資 格〕下記要件を全て満たす方

　　　　　　　①奥多摩町内に住所がある方、または町内に勤務場所があり町内に移住を希望される方

　　　　　　　②年齢が２０歳以上５０歳以下で、独身の方

〔応 募 方 法〕結婚相談所利用助成申込書（下記ＱＲコードからダウンロードしてください。）に必要         

             事項を記入し、保健福祉センターまたは子ども家庭支援センターに持参もしくはメール

　　　　　　　　（fureai@town.okutama.tokyo.jp）にて提出

〔申込受付期間〕７月１日（金）から２９日（金）

〔募 集 人 数〕  ２名

お申し込み後、書類選考により助成対象者を決定します。

詳しくは町ホームページをご覧ください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３ー２７７７
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【移住・定住応援補助金】

　町では、次代を担う若者世代の移住・定住を応援するため、町内に住宅などを購入された方を対象に、

補助金の交付（事業費の１／２・最大２００万円）また、資金借入に対する利子補給（借入利率の１／

２・年額最大３０万円・３６か月）を行っています。さらに、町内事業者の利用および、地場木材の活

用で各１０万円分奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せで最大２２０万円分交付。町内金融機関（西東

京農業協同組合古里支店・青梅信用金庫奥多摩支店）利用の場合、最大３３万円利子を補給します。

【年齢要件】　　

①４５歳以下の夫婦

②子ども（高校生以下（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者））がいる世帯

③３５歳以下の者

*年齢要件以外にも、対象要件などがあります。詳しくは下記へお問い合わせください。

【移住・定住相談について】
　移住・定住相談会につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から総合的な相談会は延期

としておりますが、電話・メールでの問い合わせなどは随時お受けしておりますので、お気軽に下記相

談窓口にご連絡ください。なお、移住してきてお困りの方の相談も随時お受けしております。

【空き家・空き地等の相談】
　空き家の処分を考えている方、相続により建物や土地を譲り受けたが活用方法が分からない方、今所

有の建物・土地がご自身の名義でなくお困りの方などはお気軽に下記相談窓口にご連絡ください。 

※問い合わせ・相談窓口は、若者定住推進課　☎８３－２３１０

　Ｅメール：wakamono@town.okutama.tokyo.jp

若 者 定 住 推 進 課 か ら お 知 ら せ

結婚相談所利用助成事業募集のお知らせ

 町では、町内在住・在勤の方を対象に、結婚パートナーをお探しでなかなか一歩踏み出せない方へ、

大手民間結婚相談所に係る費用の助成を行っています。

 この助成は、成婚後も子育てしやすい奥多摩町に引き続きお住まいいただくことが目的です。

〔申 込 資 格〕下記要件を全て満たす方

　　　　　　　①奥多摩町内に住所がある方、または町内に勤務場所があり町内に移住を希望される方

　　　　　　　②年齢が２０歳以上５０歳以下で、独身の方

〔応 募 方 法〕結婚相談所利用助成申込書（下記ＱＲコードからダウンロードしてください。）に必要         

             事項を記入し、保健福祉センターまたは子ども家庭支援センターに持参もしくはメール

　　　　　　　　（fureai@town.okutama.tokyo.jp）にて提出

〔申込受付期間〕７月１日（金）から２９日（金）

〔募 集 人 数〕  ２名

お申し込み後、書類選考により助成対象者を決定します。

詳しくは町ホームページをご覧ください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３ー２７７７
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【移住・定住応援補助金】

　町では、次代を担う若者世代の移住・定住を応援するため、町内に住宅などを購入された方を対象に、

補助金の交付（事業費の１／２・最大２００万円）また、資金借入に対する利子補給（借入利率の１／

２・年額最大３０万円・３６か月）を行っています。さらに、町内事業者の利用および、地場木材の活

用で各１０万円分奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せで最大２２０万円分交付。町内金融機関（西東

京農業協同組合古里支店・青梅信用金庫奥多摩支店）利用の場合、最大３３万円利子を補給します。

【年齢要件】　　

①４５歳以下の夫婦

②子ども（高校生以下（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者））がいる世帯

③３５歳以下の者

*年齢要件以外にも、対象要件などがあります。詳しくは下記へお問い合わせください。

【移住・定住相談について】
　移住・定住相談会につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から総合的な相談会は延期

としておりますが、電話・メールでの問い合わせなどは随時お受けしておりますので、お気軽に下記相

談窓口にご連絡ください。なお、移住してきてお困りの方の相談も随時お受けしております。

【空き家・空き地等の相談】
　空き家の処分を考えている方、相続により建物や土地を譲り受けたが活用方法が分からない方、今所

有の建物・土地がご自身の名義でなくお困りの方などはお気軽に下記相談窓口にご連絡ください。 

※問い合わせ・相談窓口は、若者定住推進課　☎８３－２３１０

　Ｅメール：wakamono@town.okutama.tokyo.jp

若 者 定 住 推 進 課 か ら お 知 ら せ

結婚相談所利用助成事業募集のお知らせ

 町では、町内在住・在勤の方を対象に、結婚パートナーをお探しでなかなか一歩踏み出せない方へ、

大手民間結婚相談所に係る費用の助成を行っています。

 この助成は、成婚後も子育てしやすい奥多摩町に引き続きお住まいいただくことが目的です。

〔申 込 資 格〕下記要件を全て満たす方

　　　　　　　①奥多摩町内に住所がある方、または町内に勤務場所があり町内に移住を希望される方

　　　　　　　②年齢が２０歳以上５０歳以下で、独身の方

〔応 募 方 法〕結婚相談所利用助成申込書（下記ＱＲコードからダウンロードしてください。）に必要         

             事項を記入し、保健福祉センターまたは子ども家庭支援センターに持参もしくはメール

　　　　　　　　（fureai@town.okutama.tokyo.jp）にて提出

〔申込受付期間〕７月１日（金）から２９日（金）

〔募 集 人 数〕  ２名

お申し込み後、書類選考により助成対象者を決定します。

詳しくは町ホームページをご覧ください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３ー２７７７


